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2第１章 お客様（申請者）情報登録方法
 新規に申請する場合、申請者情報を登録し「お客様ID」と「パスワード」の発⾏が必要です。

※必須項目︓企業名、担当名、担当者名、連絡先、メールアドレス、パスワード
※お客様IDは登録したメールアドレス宛に⾃動で払い出しされます。（変更不可）

 「お客様ID」と「パスワード」にてログインし、申請が可能となります。
※初回ログイン時は電話番号を使った認証が必要となります。



3第２章 申請 - 埋設物調査依頼
１．工事内容登録

 申請種別（必須）
埋設物調査依頼（設計に伴う埋設物調査）←今回こちらの申請
施工協議・⽴会依頼（工事実施に伴う工事照会、現地⽴会）

 業種（必須）
ガス、⽔道、電気、下⽔、道路、通信、その他

 工事名称（必須）
（例）⽔道管路新設工事

 工事目的・住所・掘削箇所数
図⾯が添付できない事業者には住所の⼊⼒を必須事項として求めている

 道路区分
⾞道、歩道、⾞・歩道

 工事規模
掘削 ⻑さ m、幅 ｍ、深さ ｍ
配管 径 ｍ、⻑さ ｍ、条数 本

 工事内容
掘削、配管、布掘、本復旧、その他

 工事期間（必須）
カレンダーから選択が可能

 工事時間帯
昼間、夜間、昼夜間



4第２章 申請 - 施工協議・⽴会依頼
１’．工事内容登録（1/2）

 申請種別（必須）
埋設物調査依頼（設計に伴う埋設物調査）
施工協議・⽴会依頼（工事実施に伴う協議、現地⽴会） ←今回こちらの申請

 工事種別（必須）
掘削工事 ←上越市ガス水道局様の受付対象はこちらのみ
地上工事

 業種（必須）
ガス、⽔道、電気、下⽔、道路、通信、その他

 工事名称（必須）
（例）⽔道管路新設工事

 工事目的・住所・掘削箇所数
図⾯が添付できない事業者には住所の⼊⼒を必須事項として求めている

 道路区分
⾞道、歩道、⾞・歩道

 工事規模
掘削 ⻑さ m、幅 ｍ、深さ ｍ
配管 径 ｍ、⻑さ ｍ、条数 本

 工事内容
掘削、配管、布掘、本復旧、その他

 工法/種類（必須）
なし、掘削、推進、薬液注⼊、ボーリング、切削、鋤取り、アースオーガ、シールド、
その他



5第２章 申請 - 施工協議・⽴会依頼
１’．工事内容登録（2/2）

 ⼟留め工法（必須）
なし、⽊⽮板、軽量鋼⽮板、鋼⽮板、H鋼横⽮板、連続杭、連続地中壁、
ライナープレート、その他

 工事期間（必須）
カレンダーから選択が可能

 工事時間帯（必須）
昼間、夜間、昼夜間

 協議希望日
カレンダーから選択が可能

 協議希望時間
1時間ごとにボックスから複数選択が可能

 ⽴会要請日時



6第２章 申請
１．工事内容登録（発注情報・施工情報）



7第２章 申請
１．工事内容登録（その他情報）

 必須項目の⼊⼒が全て完了したら、「工事範囲設定」をクリックして工事範囲の設定に進みます。
 必須項目が正しく⼊⼒されていない状態では「工事範囲設定」をクリックすることができません。

◎︓全ての項目が正しく⼊⼒された状態×︓⼊⼒漏れ、正しく⼊⼒されていない状態

 事故防止の観点から、位置図、平⾯図等の図⾯添付を申請者に依頼しております。
※申請時の添付ファイルは削除されません。



8第２章 申請
２．工事範囲登録

同一申請可能な工事個所
（申請①、申請②）

概ね300m

概ね
300m 【申請①】

【申請②】

別申請をお願いする工事個所
（申請③）

【申請③】

★工事範囲は１申請につき、最大１0箇所まで登録可能です。
（工事を複数個所登録する場合のルール）

① 工事申請個所は必ず全ての掘削箇所を登録すること
② 申請範囲は概ね300ｍ×300ｍに収まる範囲内で登録すること
③ 市町村を跨らないように登録すること



9第２章 申請
３．申請先事業者登録
 登録した工事範囲が申請先事業者の受付けエリア外の場合はデフォルトで申請対象外となります。
 表⽰された申請先事業者を除外して申請する場合は「申請除外」にチェックを⼊れて登録を⾏います。
 「登録」をクリックすると申請処理が完了となり、選択した申請先事業者へメール通知されます。

申請 □

申請除外 ☑



10第２章 申請

 お客様情報登録の際に登録したメールアドレス宛に「申請情報登録完了のお知らせ」が届きます。
 申請者の受付処理が完了した後に、「設備確認結果のお知らせ」がメールで届きます。

４．申請情報登録完了のお知らせ

申請情報登録完了のお知らせ



11第３章 申請 - 結果確認

 申請した事業者それぞれから設備有無及び⽴会要否についてメールにて回答されます。

上越市ガス⽔道局

１．設備確認結果のお知らせ

設備確認結果のお知らせ

上越市ガス⽔道局



12第３章 申請 - 結果確認

 「設備確認結果のお知らせ」が届いた申請書は受付証を発⾏することが可能となります。
 受付証は申請先事業者毎に発⾏されるため、対象事業者を選択し「受付証発⾏」をクリックします。

２．受付証発⾏

上越市ガス⽔道局
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発注株式会社

発注 太郎
012-3456-7890

施工株式会社

施工 太郎
098-7654-3210

第３章 申請 - 結果確認
 受付証は申請先事業者のロゴでそれぞれ発⾏されます。

発注株式会社

発注 太郎
012-3456-7890

施工株式会社

施工 太郎
098-7654-3210

上越市ガス⽔道局


